
平成１５年５月１５日 第１２４号　　　（８）

３ 月 定 例 会 の 審 議 結 果
各会派の賛否

議決結果件　　　　　　　名
議案
番号

無会市民政和明政市政公明共産

○○○○○○○原案可決
座間市議会政務調査費の交付に関する条例の一部
を改正する条例

議提
１

○○●●○△○原案可決
イラク攻撃に反対し、国内の米軍基地を戦争の出
撃拠点に使用しないよう求める決議の提出につい
て

議提
２

○○●●●●○否 決
少人数学級または副担任制実現を求める意見書の
提出について

議提
３

○○●●
●△
３２

●○否 決
深刻化する教育問題を打開するため、３０人学級の
早期実現を求める意見書の提出について

議提
４

●○●●
●△
３２

●○否 決
健康保険３割等負担増の凍結を求める意見書の提
出について

議提
５

○○○○○○○原案可決
神奈川県最低賃金改定等の早期実施を求める意見
書の提出について

議提
６

●○●●●●○否 決
政党交付金を廃止し、その財源を国民生活に役立
つよう振りかえることを求める意見書の提出につ
いて

議提
７

○○○○○○○原案可決
「障害者差別禁止法」（仮称）の早期制定を求め
る意見書の提出について

議提
８

○○○○○○○原案可決
「環境教育・学習推進法」（仮称）の早期制定を
求める意見書の提出について

議提
９

○○●●○△○原案可決
アメリカによるイラク攻撃に反対し、自主的・平
和外交を求める意見書の提出について

議提
１０

●○●●○●○
否 決
議長採決

労基法・派遣法の改悪に反対し、労働者保護の観
点からの「解雇ルール」を求める意見書の提出に
ついて

議提
１１

○○●●
○△
２３

△○原案可決
イラク戦争の即時中止を求める決議の提出につい
て

議提
１２

○○●●●●○不 採 択少人数学級または副担任制実現に向けての陳情
陳情
第５４号

○○●●●●○不 採 択要約筆記者派遣についての陳情
陳情
第６６号

○○●●●●○不 採 択
学校給食において、アルマイト食器から安全であ
たたかみのある食器へ切り替えるよう願う陳情

陳情
第６８号

●○●●●●○不 採 択座間市公立保育園保育施策の充実を求める陳情
陳情
第６９号

○○●●
●△
３２

●○不 採 択
深刻化する教育問題を打開するため、３０人学級の
早期実現を求める陳情

陳情
第７２号

●○●●
●△
３２

●○
不 採 択

健保３割等負担増の凍結を国に求める意見書を提
出することに関する陳情

陳情
第７４号

み な し
不 採 択

健康保険３割自己負担の実施の凍結を求める陳情
陳情
第７７号

●○●●●●○不 採 択親と子の工作教室への予算措置を求める陳情
陳情
第７５号

○○○○○○○採 択神奈川県最低賃金改定等について陳情
陳情
第７６号

各会派の賛否
議決結果件　　　　　　　名

議案
番号

無会市民政和明政市政公明共産

○○○○○○○原案可決平成１４年度座間市一般会計補正予算１

○○○○○○○同 意人権擁護委員の推薦について２

○○○○○○○同 意人権擁護委員の推薦について３

○○○○○○○原案可決平成１４年度座間市一般会計補正予算４

○○○○○○○原案可決
平成１４年度座間市国民健康保険事業特別会計補正
予算

５

○○○○○○○原案可決平成１４年度座間市老人保健特別会計補正予算６

○○○○○○○原案可決
平成１４年度座間市公共下水道事業特別会計補正予
算

７

○○○○○○○原案可決平成１４年度座間市介護保険事業特別会計補正予算８

○○○○○○○原案可決平成１４年度座間市水道事業会計補正予算９

○●○○○○●原案可決平成１５年度座間市一般会計予算１０

○●○○○○●原案可決平成１５年度座間市国民健康保険事業特別会計予算１１

○●○○○○○原案可決平成１５年度座間市老人保健特別会計予算１２

○●○○○○○原案可決平成１５年度座間市公共下水道事業特別会計予算１３

○●○●○○●原案可決平成１５年度座間市介護保険事業特別会計予算１４

○●○○○○●原案可決平成１５年度座間市水道事業会計予算１５

○●○○○○●原案可決座間市住民基本台帳カードの利用に関する条例１６

○○○○○○○原案可決
座間市議会議員及び座間市長の選挙における選挙
運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条
例

１７

○○○○○○●原案可決座間市職員定数条例の一部を改正する条例１８

○○○○○○○原案可決
座間市非常勤特別職職員の報酬等に関する条例の
一部を改正する条例

１９

○○○○○○○原案可決座間市基金条例の一部を改正する条例２０

○○○○○○●原案可決座間市国民健康保険税条例の一部を改正する条例２１

○●○○○○●原案可決座間市手数料条例の一部を改正する条例２２

○○○○○○○原案可決
座間市児童ホーム入所に関する条例の一部を改正
する条例

２３

○●○○○○●原案可決座間市印鑑条例の一部を改正する条例２４

○○○○○○○原案可決
座間市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に
関する条例の一部を改正する条例

２５

○○○●○○●原案可決座間市介護保険条例の一部を改正する条例２６

○●○○○○○原案可決
座間市の地下水を保全する条例の一部を改正する
条例

２７

○○○○○○○原案可決道路の路線の認定について２８～３６

○○○○○○○原案可決道路の路線の変更について３７～４２

三
月
定
例
会
各
常
任
委
員
会
の
審
査
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
常
任
委
員
会
で
付
託
案
件
の
精
査
を
い
た
し
ま
し
た
。

総　
　

務

市
民
経
済

建
設
水
道

共産（日本共産党）公明（公明党）市政（市政クラブ）明政（自由民主党明政会）政和（政和会）市民（市民の党）無会（会派に属さない議員）○賛成●反対△退席

▽　

平
成
十
五
年
度
座
間
市
一
般

会
計
予
算
（
所
管
事
項
）

　

地
方
特
例
交
付
金
に
つ
い
て
、

国
は
一
○
･
四
㌫
増
額
し
て
い
る

が
、
予
算
は
減
額
計
上
と
な
っ
て

い
る
の
は
な
ぜ
か
。と
の
質
疑
に
、

国
は
減
収
分
以
外
に
一
般
財
源
化

し
た
分
ま
で
見
込
ん
で
い
る
よ
う

で
す
。と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
地
方
交
付
税
は
臨
時
財
政

対
策
債
を
考
え
る
と
四
十
二
億
円

と
な
る
。
こ
の
う
ち
臨
時
財
政
対

策
債
と
し
て
二
十
二
億
円
が
発
行

可
能
額
で
あ
り
、
こ
れ
を
十
九
億

円
に
抑
え
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
。

と
の
質
疑
に
、
計
算
で
は
約
二
十

三
億
円
の
発
行
が
可
能
で
あ
る
が
、

八
○
㌫
程
度
と
し
ま
し
た
。
と
の

答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
緊
急
地
域
雇
用
創
出
特

別
交
付
金
で
、
国
は
三
年
間
で
五

十
万
人
の
雇
用
を
目
標
と
し
、
本

市
に
お
い
て
も
二
百
人
の
雇
用
を

図
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
人
事
担
当
と
し
て
、
失
業

率
の
関
係
か
ら
し
て
積
極
的
に
活

用
す
べ
き
と
考
え
る
。
と
の
質
疑

に
、
制
約
が
あ
る
中
で
人
事
給
与

シ
ス
テ
ム
や
パ
ソ
コ
ン
研
修
事
業

等
の
受
託
業
者
に
臨
時
雇
用
の
指

示
も
し
て
、
さ
ら
に
拡
大
で
き
る

よ
う
に
協
議
し
て
ま
い
り
ま
す
。

と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。　

　

採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
で
原

案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

▽　

議
案
第
４
号
（
所
管
事
項
）、

第　

号
、
第　

号
、
第　

号

１７

１９

２０

　

以
上
四
件
、
全
員
賛
成
で
原
案

教
育
福
祉

の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

▽　

議
案
第　

号
、
第　

号

１８

２２

　

以
上
二
件
、
賛
成
多
数
で
原
案

の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

▽　

平
成
十
五
年
度
座
間
市
一
般

会
計
予
算
（
所
管
事
項
）

　

障
害
者
福
祉
支
援
費
支
給
制
度

が
四
月
よ
り
ス
タ
ー
ト
す
る
が
、

新
規
申
込
者
の
状
況
と
、
施
設
サ 

ー
ビ
ス
等
の
整
備
状
況
は
ど
う
か
。

と
の
質
疑
が
さ
れ
、
三
百
十
五
人

で
四
百
十
三
件
の
決
定
を
行
っ
て

お
り
、
多
く
の
方
が
新
規
に
申
請

を
し
て
い
ま
す
。
施
設
に
つ
き
ま

し
て
は
、
現
行
の
施
設
が
み
な
し

施
設
と
な
り
、
今
回
二
施
設
が
新

設
さ
れ
指
定
を
受
け
た
と
聞
い
て

い
ま
す
。
と
の
答
弁
が
あ
り
、
さ

ら
に
申
請
者
に
対
す
る
調
査
は
十

分
に
行
っ
て
い
る
の
か
。
と
の
質

疑
に
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
が
出
向

き
、
保
護
者
、
本
人
、
施
設
職
員

か
ら
聞
き
取
り
調
査
を
し
て
い
ま

す
。
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
教
育
関
係
で
少
人
数
教

員
派
遣
に
よ
る
十
四
年
度
と
の
違

い
は
何
か
。
三
十
人
学
級
へ
の
対

応
は
ど
う
か
。
と
の
質
疑
に
、
少

人
数
指
導
の
た
め
の
教
員
数
が
違

い
、十
六
年
度
以
降
に
国
・
県
か
ら

の
加
配
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
順

次
配
置
し
充
実
さ
せ
た
い
。
三
十

人
学
級
は
、
少
人
数
指
導
の
充
実

を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
と
の
答

弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
賛
成
少
数
で
否

決
さ
れ
ま
し
た
。

▽　

議
案
第
４
号
（
所
管
事
項
）、

第
５
号
、第
６
号
、第
８
号
、第　

号
２３

　

以
上
五
件
、
全
員
賛
成
で
原
案

の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

▽　

議
案
第　

号
は
、
全
員
賛
成

２１

で
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

（
一
部
委
員
退
席
）

▽　

議
案
第　

号
は
、
賛
成
多
数

２６

で
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

▽　

議
案
第　

号
、
第　

号

１１

１２

　

以
上
二
件
、
可
否
同
数
の
た
め

委
員
長
採
決
に
よ
り
原
案
の
と
お

り
可
決
し
ま
し
た
。
（
一
部
委
員

退
席
）

▽　

議
案
第　

号
は
、
賛
成
少
数

１４

で
否
決
し
ま
し
た
。

▽　

陳
情
第　

号
、
第　

号
、

５４

６６

第　

号
、
第　

号
、
第　

号
、
第

６８

６９

７２

　

号
、
第　

号
、
第　

号
は
別
項

７４

７５

７７

参
照

▽　

平
成
十
五
年
度
座
間
市
一
般

会
計
予
算
（
所
管
事
項
）

　

収
納
関
係
で
、
非
常
勤
特
別
職

職
員
三
名
が
予
算
化
さ
れ
て
い
る

が
研
修
等
は
ど
の
よ
う
に
実
施
し
、

さ
ら
に
費
用
対
効
果
の
面
か
ら
は

ど
う
な
の
か
。
と
の
質
疑
に
対
し

て
、
収
納
向
上
を
目
指
し
、
徴
税

吏
員
の
補
助
員
と
し
て
の
仕
事
を

し
て
い
た
だ
く
も
の
で
、
六
月
ま

で
研
修
を
実
施
し
ま
す
。
管
理
職

で
実
施
し
て
い
る
徴
収
方
法
は
、

特
定
の
期
間
内
で
あ
る
の
で
、
今

回
の
制
度
を
採
用
し
ま
し
た
。
費

用
対
効
果
に
つ
い
て
は
、
実
施
す

る
中
で
評
価
を
し
て
い
き
た
い
旨

の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
他
に
、
ご
み
の
減
量
化
や

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
に
つ
い
て
活

発
な
意
見
交
換
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
で
原

案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

▽　

議
案
第
４
号
（
所
管
事
項
）、

第　

号
２５

　

以
上
二
件
は
、
全
員
賛
成
で
原

案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

▽　

議
案
第　

号
、
第　

号
、

１６

２４

第　

号
２７

　

以
上
三
件
は
、
賛
成
多
数
で
原

案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

▽　

陳
情
第　

号
は
別
項
参
照

７６

▽　

平
成
十
五
年
度
座
間
市
一
般

会
計
予
算
（
所
管
事
項
）

　

狭
あ
い
道
路
解
消
事
業
に
つ
い

て
具
体
的
に
説
明
し
て
ほ
し
い
。

と
の
質
疑
に
、
幅
員
四
㍍
未
満
の

道
路
で
建
築
後
退
部
分
に
舗
装
や

側
溝
等
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
所

を
対
象
に
図
面
を
作
成
し
、
そ
の

土
地
を
非
課
税
と
し
て
、
道
路
用

地
と
し
て
の
使
用
承
諾
を
い
た
だ

く
も
の
で
す
。
続
い
て
、
事
業
個

所
は
全
体
で
ど
の
程
度
あ
り
、
ど

の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
の
か
。
と

の
質
疑
に
、
全
体
の
個
所
数
は
不

明
で
あ
り
、
道
路
境
界
査
定
の
推

進
に
つ
い
て
は
、
実
施
計
画
の
中

で
協
議
し
た
い
。
と
の
答
弁
が
あ

り
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
全
員
賛
成
で
原

案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

▽　

平
成
十
五
年
度
座
間
市
水
道

事
業
会
計
予
算

　

今
後
、
給
水
人
口
が
減
少
し
て

い
く
の
は
目
に
見
え
て
い
る
。
財

政
計
画
で
は
、
給
水
人
口
の
ウ
エ

イ
ト
が
高
い
の
で
独
自
に
推
計
し

た
ら
ど
う
か
。
と
の
質
疑
に
、
水

道
も
総
合
計
画
の
枠
内
に
あ
り
、

総
合
計
画
の
推
計
人
口
か
ら
出
て

い
る
の
で
増
加
し
て
い
ま
す
。
と

の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
全
員
賛
成
で
原

案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た　

▽　

議
案
第
４
号
（
所
管
事
項
）、

第
７
号
、
第
９
号
、
第　

号
、
第

１３

　

号
、
第　

号
、
第　

号
、
第　

２８

２９

３０

３１

号
、
第　

号
、
第　

号
、第　

号
、

３２

３３

３４

第　

号
、
第　

号
、
第　

号
、
第

３５

３６

３７

　

号
、
第　

号
、
第　

号
、
第　

３８

３９

４０

４１

号
、
第　

号
４２

　

以
上
十
九
件
、
全
員
賛
成
で
原

案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。


